
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  リース物件の陳腐化による借換え 

Ｑ：リース物件が陳腐化したので、借換え

しようと思います。残存リース料は消費税で

はどのように取扱われますか？  

 

Ａ：残存リース料は、課税仕入に該当しな

いこととされています。 

【解説】 

会社が、所有権移転外ファイナンスリース

契約の対象となっているリース物件が陳腐化

したため、リース会社と契約を解約する場合

の消費税の取扱いは、次のようにされていま

す。 

①  賃借人の取扱い 

リース契約を解約する場合には、残存リー

ス料を支払うことになりますが、この残存リ

ース料は、リース債務の返済であることから、

消費税では、課税対象外として取り扱われる

こととなっています。 

また、契約を解約するに際して、賃貸人と

賃借人が合意して、陳腐化したリース物件を

廃棄するとともに、残存リース料の一部又は

全部を減額した場合には、その減額相当額は、

リース料の値引きがあったものと認められる

ことから、仕入れに係る対価の返還等として

取り扱われることとなっています。 

②  賃貸人の取扱い 

賃貸人においては、解約等の日の属する課

税期間に残存リース料に対して消費税が課さ

れることとなります。 

また、残存リース料につき減額した金額は、

売上げに係る対価の返還等として取り扱われ

ることとなります。 
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